
建材・住宅設備産業における
自主行動計画フォローアップ調査について

令和６年２月

一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会



１．令和5年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和５年10月25日～11月24日

・調査企業：建産協正会員 46社

日本サッシ協会 82社 123社を対象

（両協会加盟会社5社）

・回答企業：38社（前年度40社）

建産協 23社

日本サッシ協会 15社

・回答率 ：30％（前年度33％ ）
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１．令和5年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容を記載）

✔「価格決定方法の適正化」は、コストの増加分を反映できたと回答した割合は、発注側

と受注側で依然として乖離がある。

✔「原価低減要請の改善」は、受注側で原価低減要請を「受けたことはない」と回答した

割合は8割となり、前年度より改善した。

✔ 「全て現金払い化」の割合が、発注側で前年度から大幅に改善した。 また、「2026年

までに約束手形の利用の廃止する予定」は7割となり前年度から改善した。他方、手形

サイトが60日を超える割合は、発注側・受注側ともに8割超であり、改善の取組が必要。

✔「型取引の課題の改善」について取引条件の明確化は、全て実施・概ね実施が受注側で

5割と改善されている。

✔「働き方改革に伴う適正なコスト負担」について、受注側で、短納期発注や急な仕様

変更などを行った場合、適正なコストを発注側企業（販売先）が負担してくれた

割合は7割と改善傾向にある。
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２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【分析結果・今後の課題】

・「コスト全般の変動」を反映できた（全て反映+概ね反映+一部反映）と回答した割合は、

発注側と受注側で、依然として乖離がある。

・「原材料価格の変動」を反映できた割合が、発注側・受注側ともに他の要因に比べて最も

高くなった。
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2023年度に適用する単価の決定・改定にあたり、仕入れ先の各コスト増加分を
どの程度反映できましたか。

【設問と回答】
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２．令和５年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①合理的な価格決定

【課題を踏まえた今後のアクション】

・説明会や定例会議等様々な機会を活用し、会員企業の経営層も含め、価格交
渉促進月間の取組や自主行動計画・徹底プランの普及啓発活動を実施する。

・フォローアップ調査結果を会員企業にフィードバックするとともに、会員企
業の担当者等を対象に、課題を明確に提示して改善を促す。

・「パートナーシップ構築宣言」登録の促進

4



２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②原価低減要請、協賛等

【分析結果・今後の課題】

・受注側で原価低減要請を「受けたことはない」と回答した割合は81％であり、前年度の

65％より改善した。

・直近１年間で、不合理な原価低減要請の実施状況として、発注側・受注側とも増加した

ケースは無く、減少したと回答は5割であった。
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【設問と回答】直近１年間で、販売先から不合理な原価低減要請を受けたことがありますか。
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【 2022年度調査 】 【 2023年度調査 】



２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②原価低減要請、協賛等

【課題を踏まえた今後のアクション】

・説明会や定例会議等様々な機会を活用し、会員企業の経営層も含め、客観
的な経済合理性や十分な協議手続きを欠く原価低減要請を行わないことを
含む自主行動計画・徹底プランの普及啓発活動を実施する。
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２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③支払条件

【分析結果・今後の課題】

・「全て現金払い化」の割合が、発注側で27％（前年度）から46％（本年度）と大幅に改善

した。

・全て手形の割合は減少した。発注側11％（前年度27％）、受注側8％（前年度10％）

・手形サイトが60日を超える割合は、発注側・受注側ともに8割超であり、改善の取組が必

要。

・「2026年までに約束手形の利用の廃止する予定」は72％であり、前年度から改善。
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下請代金当を手形等で支払っている、受け取っている割合はどれくらいですか。【設問と回答】
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２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③支払条件

【課題を踏まえた今後のアクション】

・説明会や定例会議等様々な機会を活用し、会員企業の経営層も含め、支払

条件の改善について普及啓発を図る。

・会員企業の担当者等を対象に、手形サイトの短縮、更に現金払い化等の課
題を明確に提示して改善を促す。

・2026年までの約束手形の利用の廃止に向けては、代替手段となる現金払
化や電子的決済手段への移行がスムーズに行えるよう、意識の向上、検討
の促進を図る。
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２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③型取引

【分析結果・今後の課題】

・「型取引の課題の改善」について、発注側と受注側で認識の違いがあるものの

改善傾向にある。

・取引条件の明確化は、全て実施・概ね実施が受注側で53％と改善されている。

【課題を踏まえた今後のアクション】

・量産終了後の型の保管費用の支払い等に関して、会員企業に課題として明確に提

示して普及啓発を図る。
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直近１年間で、型管理における適正化や改善への取組は実施できましたか。【設問と回答】
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２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④知財

【分析結果・今後の課題】

・「知的財産の適正取引実現の取組」を実施しているのは、発注側で対象の90％。

【課題を踏まえた今後のアクション】

・知的財産に関して、説明会等での更なる普及活動を実施する。
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設問 受注側：貴社の保有する知的財産権等について、知的財産権の取得、秘密保持契約
による営業秘密化等の管理保護を図っていますか？

設問 発注側：直近１年間で、知的財産権等を含む取引において適正な取引を実現する
ための取組の実施状況
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２．令和5年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑤働き方改革

【分析結果・今後の課題】

・受注側で、短納期発注や急な仕様変更などを行った場合、適正なコストを発注側企業

（販売先）が負担してくれた割合は72％と改善傾向にある。

【課題を踏まえた今後のアクション】

・働き方改革に関して、説明会等での更なる普及活動を実施する。
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設問 発注側 直近１年間で、貴社が行った働き方改革に関する対応により、貴社が適正なコストを負担
した状況をお答えください。

受注側 直近１年間で、販売先が実施した働き方改革に関する対応の結果、適正なコストを発注側
企業（販売先）が負担しましたか。
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1: 全ての仕入先（発注先）について適正コストを負担した（100%）

2: 多くの仕入先（発注先）について適正コストを負担した（99～81%）

3: 一部の仕入先（発注先）について適正コストを負担した（80～41%）

4: 適正コストの負担はあまりしなかった（40～1%）

5適正コストは全く負担しなかった（0%）

6: 短納期発注や急な仕様変更などは行っていない
発注側
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1: 全て販売先が負担してくれた（100%）

2: 多くを販売先が負担してくれた（99～81%）

3: 一部を販売先が負担してくれた（80～41%）

4: 販売先はあまり負担しなかった（40～1%）

5販売先は負担しなかった（0%）受注側



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】

・説明会や定例会議等様々な機会を活用し、会員企業・経営層を含め自主行動

計画・徹底プランの普及啓発活動を強化する。

・特に、支払条件の改善（手形サイトの短縮、現金払い化）等の課題について、

会員企業の担当者を対象に、課題を明確に提示して改善を促す。

・支払条件の改善等については受注先業界の取組が重要であることから、協力が

得られるよう対処する。
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（参考）パートナーシップ構築宣言への取組状況等

【取組状況】2024年1月末現在

・会員企業数：45社（うち、資本金３億円超の大企業42社）

・宣言企業数：20社（うち、資本金３億円超の大企業20社）

・会員企業に占める宣言企業の割合：44％

・資本金３億円超の大企業に占める宣言企業の割合：48％

【今後の取組】

・理事会等において主要な会員企業の経営陣に直接働きかけること、メルマガ等

を用いて会員企業に対して周知すること等により、会員企業におけるパート

ナーシップ構築宣言の実施を促進する。
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（参考）これまでの取組（普及活動等）

①自主行動計画の改定

・ 原価低減要請における経済合理性や十分な協議手続の確保

・ 仕様・納期等を明確にした発注

・ 親事業者の都合による短納期発注等にかかる追加コストの負担

・ 価格転嫁に向けた協議の場の積極的設定 等改定を実施（令和5年10月)。

 協会ホームページに掲載。

②自主行動計画の遵守のための「徹底プラン」の策定

自主行動計画に記載された内容の徹底が不十分と指摘された事項について、

「自主行動計画の徹底プラン」を策定。

③会員企業への普及啓発

 理事会において、自主行動計画の改定内容を説明、各社の取組を依頼（令

 和5年10月)。

④関係工業会等への普及

 令和5年度フォローアップ調査において、日本サッシ協会の会員を対象に

 アンケート調査を実施。
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